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平成 22 年 5 月 12 日 

各 位 

会 社 名 日本信号株式会社 

代表者名 代表取締役社長 降簱 洋平 

 （コード番号 6741） 

問合せ先責任者 ＣＳＲ・人材統括部 大賀 仁史 

 （TEL 03－3217－7200） 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

 当社は、平成22年5月12日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を決定するとともに、

この基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることにより当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることを防止するため

の取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」

といいます。）を導入することにいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。な

お、本プランの導入については、社外監査役2名を含む当社監査役4名のいずれもが、具体

的運用が適正に行われることを条件として賛同の見解を表明しております。 

 本プランは、本日付で効力を生じるものとしますが、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の当

社第 127 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本プランの導

入について株主の皆様のご意思を確認させていただき本プランの法的な根拠をより明確に

するため、本プランの導入等を株主総会の決議事項とする根拠規定新設等の定款変更、及

び本プランの導入を議案としてお諮りする予定であります。但し、同議案について株主の

皆様のご承認が得られなかった場合には、本プランは直ちに廃止されます。 

なお、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告又は提案

を受けている事実はありません。平成 22 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、

別添 1「大株主の状況」のとおりです。 

 

一 基本方針の内容 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆

様の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式

について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

するものであれば、一概にこれを否定するものではありません。 

しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協

議や合意等のプロセスを経ることなく、一方的に大量買付行為又はこれに類似する行為
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を強行する動きが顕在化しており、こうした大量買付行為の中には、その目的等から見

て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の

売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付

の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分

な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

これに対し当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、“より快適な

人間社会の実現をめざし、「安全と信頼」の優れたテクノロジーを通じて、社会に貢献

する”という当社の企業理念や、後述二１．(2)に示す当社の企業価値ひいては株主共

同の利益の源泉を十分に理解し、ステークホルダーであるお客様、株主の皆様、協力企

業の皆様、地域社会の皆様、従業員との信頼関係を維持し、こうしたステークホルダー

の方々の期待に応えていきながら、中・長期的な視点に立って当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を維持、向上させる者でなければならないと考えております。 

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さ

ない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切

であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗手段を講じるこ

とにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを基本方針としてお

ります。 

 

二 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

1. 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

(1) 当社グループの経営理念及び基本的な事業運営の考え方 

当社は、“より快適な人間社会の実現をめざし、「安全と信頼」の優れたテクノロ

ジーを通じて、社会に貢献する”を企業理念とし、昭和 4 年 2 月に営業を開始して

以来、一貫して交通インフラの分野に携わり、平成 21 年 2 月には創業 80 周年を迎

えました。 

このように、公共性の高い事業分野において、永年に亘り社会に製品を提供し続

けてきた企業として、当社は常に重い社会的責任と公共的使命を担っております。

そのため、高い専門的技能と厳格な倫理教育を背景とした製品品質の管理、より安

全・快適な交通インフラを支える新製品開発はもちろんのこと、人命にかかわる製

品を製造していることに十分留意した長期的な視点に立脚した事業運営が不可欠で

あると考えます。 

一方、鉄道信号・道路交通信号システムの専門メーカーとして蓄積したコア技術、



 

 3

ノウハウを応用した新事業の創造に果敢に挑戦し、企業の持続的な成長に常に取り

組まねばならないと考えております。特に、駅務自動化装置と駐車場管理システム

は現在の当社の業績を支える柱の一つになるまでに成長した新事業の好例でありま

す。 

現在では、「ビジョナリービジネスセンター(VBC)事業」として、無線利用の固体

識別技術を応用した RFI 事業、微細加工技術により実現した共振ミラー「ECO SCAN」

を取り扱う MEMS 事業、遠隔・非接触による不明物検出ソリューションを提供する

EMS 事業等を成長・発展させる方向で取り組んでおります。 

 

当社の事業内容をまとめると以下の通りです。 

 

・鉄道信号事業 

CTC（列車集中制御装置）などの「運行管理装置」、ATC（自動列車制御装置）、ATS

（自動列車停止装置）、ATO（自動列車運転装置）などの「列車制御装置」、さらに転

てつ機や信号灯器を制御する「連動装置」などの製品を中核として、鉄道の安定・

安全運行を支えております。また、アジアを中心とした海外展開に対しても積極的

に取り組んでおります。 

 

・交通情報システム事業 

道路交通信号機を制御する「交通管制システム」、事故や渋滞、交通情報を表示す

る「道路交通情報提供システム」といった製品を中核として、交通事故の減少、交

通渋滞の緩和に取り組んでおります。 

 

・AFC 事業 

自動改札機や自動券売機、自動精算機などの「駅務自動化装置」により、駅務の

自動化・高速化を実現すると共に、Suica や PASMO などの IC カードを媒介とした交

通のシームレス化に貢献しております。また、航空関連の市場、海外市場にも進出

している一方、ホームゲートによる駅ホームの安全性向上に取り組んでおります。 

 

・情報システム事業 

「駐車管理システム」や「駐輪管理システム」により、お客様の多様なニーズに

対応した駐車場・駐輪場に関する各種ソリューションシステムを提供し、主に都市

部における路上駐車・迷惑駐車の減少に貢献しております。また、鉄道事業者向け

の旅客案内表示システム、次代の当社事業の柱のひとつとなることを目指す「VBC」

事業などの事業活動にも取り組んでおります。 
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(2) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉について 

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉は、①安全・快適な交通

運輸インフラを永年に亘り支えてきた「技術・品質力」、②公共性の高い仕事に携わ

る者として強い誇りと使命感を持った「人材力」、③鉄道信号・道路交通信号システ

ムで培ったコア技術・ノウハウを応用した新製品の「開発力」にあると考えます。 

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の源泉を向上させる具体的な取り組みと

しては、主に以下の施策を実行しております。 

・事業体制や生産体制、グループ体制の見直し、そして経営情報インフラとして

の ERP の導入・運用による経営の意思決定のスピードアップおよび業務品質の

向上に継続的に取り組み、市場競争力の強化および顧客満足度のより一層の向

上を目指しております。 

・優秀な人材の採用に努めるのはもちろんのこと、人材育成の面から、モチベー

ションと技能の向上を目的とした人事制度の構築・運用に取り組んでおります。 

・技術開発体制と市場開発体制の 2 つの体制が相互に連携して研究開発を推進す

る体制をとることにより、一層の研究開発の充実を目指しております。 

 

(3) 長期経営計画“Vision-2020 3E” 

当社は、今後も「安全と信頼」を社会に提供する企業として存続し、全てのステ

ークホルダーの皆様の満足度をより向上させていかねばならないと考えております。

その具体的な取り組みとして、企業理念に基づく明確なビジョンと将来像および実

現計画の立案が必須と考え、平成 21 年度(2009 年度)から平成 32 年度(2020 年度)

までの 12 年間の指針として長期経営計画「Vision-2020 3E」を策定し、遂行中であ

ります。 

本計画は、 

①品質向上・高付加価値製品の開発に継続的に取り組むことによって国内既

存事業により得られた利益を、成長事業領域である海外市場ならびに新規

事業に投資し、事業拡大サイクルを構築する「事業成長」 

②環境変化に迅速に対応できる事業体制の構築、グループ企業の自立化、意

思決定の迅速化、管理精度の向上など構造改革により実現する「品質第一」 

を主な柱として、企業価値の高いサスティナブル（持続可能）な成長企業となる

ことを最終目標としております。 

 

(4) 利益還元の考え方 

当社は、交通インフラに携わる企業としての責任を果たすことにより、長期的視

野に立った安定的な収益構造と経営基盤の確立、ならびに財務体質の強化を図り、

株主の皆様に対しましては安定的な配当の継続と業績に応じた利益還元を実施して
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まいります。本方針に基づき、連結配当性向 25%前後を当面の目標と定めておりま

す。 

 

 

2. 企業価値ひいては株主共同の利益向上の基盤となる仕組み―コーポレート・ガバナン

スの整備 

当社グループは、全てのステークホルダーの皆様を重視した経営を行い、皆様にご満足

いただき、社会に貢献していくことをコーポレート・ガバナンスの基本といたしておりま

す。この基本に忠実に取り組むため、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化

ならびに経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営機構の充実を図ることを目的

とし、経営の構造改革を継続して推進しております。 

 

三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 

 

1. 本プラン導入の目的 

 

本プランは、上記一に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるものです。 

当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じる

べきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提

案するために必要な時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と

協議・交渉等を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しまし

た。 

そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本プランを導

入することを決定いたしました。 

 

2. 本プランの内容 

 

(1) 本プランの概要 

 

(a) 本プランに係る手続 

本プランは、当社の株券等（具体的には下記(2)(a)「対象となる買付等」にて

定義します。）に対する買付もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案（以
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下「買付等」といい、具体的には下記(2) (a)「対象となる買付等」にて定義し

ます。）が行われる場合に、買付者（具体的には下記(2) (a)「対象となる買付等」

にて定義します。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該

買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当

社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者との交渉等を行っていくための

手続を定めています（下記(2)「本プランに係る手続」をご参照ください。）。な

お、買付者には、本プランに係る手続を遵守いただき、本プランに係る手続の開

始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議

を行うまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。 

 

(b) 新株予約権の無償割当ての利用 

買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる

場合（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」

をご参照ください。）には、当社は当該買付者及び買付者の特定株主グループ（具

体的には下記(2) (a)「対象となる買付等」にて定義します。以下「買付者等」

といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付

者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が

付された新株予約権（その主な内容は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概

要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいます。）をその時点の

全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第 277 条以降に規定さ

れます。）により割り当てます。 

 

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

本プランにおいては、原則として、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施

又は取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則

（その概要については別紙 1 をご参照ください。）に従い勧告される、当社経営

陣から独立した企業経営等に関する専門的知識を有する者のみから構成される

独立委員会の判断を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うこと

により透明性を確保することとしています。 

当初の独立委員会は、独立性の高い社外監査役及び社外の有識者の 3名により

構成される予定です。その委員の氏名及び略歴は別紙 2のとおりです（導入後の

独立委員会委員の選任基準、決議要件及び決議事項については別紙 1をご参照く

ださい。）。 

 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
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本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の

皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得

と引き換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、

当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は希釈化される可能性があります。 

 

(2) 本プランに係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、特定株主グループF

1
Fの議決権割合F

2
Fが 20％以上となる又は 20%以上

とすることを目的とする、当社が発行者である株券等F

3
Fの買付行為もしくはこれ

に類似する行為又はこれらの提案（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、

市場内外取引、公開買付け等の買付方法の如何を問いません。本プランにおいて

「買付等」といいます。）を適用対象とします。当該買付等を行う者（以下「買

付者」といいます。）には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこ

ととします。 

 

(b) 買付者に対する情報提供の要求 

買付者は、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、当該買

付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、下記の各号に定める情報（以下「本

必要情報」といいます。）、及び当該買付者が買付等に際して本プランに定める手

続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）

を当社の定める書式により提出して頂きます。 

当社は、本プランに基づく手続が開始された場合、その旨をすみやかに開示し

                                                  
 
1 (i)当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の保有者（金融商

品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同

保有者（金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）並びに当該保有者との間で又は当該保有者の共同保有

者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者（以下「準共同保有者」といいま

す。）、又は(ii)当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の買付け

等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいいます。）を行う者（以下「大規模買付者」

といいます。）及びその特別関係者（金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。）、

をいいます。 
2 (i)上記注 1(i)の場合は、当該保有者及びその共同保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第 27 条の 23
第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。）並びに準共同保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第

27 条の 23 第 4 項に準じて算出します。但し、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合と重複する場

合は控除します。）をいい、(ii)上記注 1(ii)の場合は、大規模買付者及びその特別関係者の株券等所有割合（金

融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。）をいいます。なお、株券等保有

割合及び株券等所有割合の算出に当たっては、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書その他金融商

品取引法に基づき当社が提出したものを参照することができるものとします。 
3 上記注 1(i)の場合は、金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいい、上記注 1(ii)の場合

は、金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。 
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ます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容

が不十分であると判断した場合には、直接又は間接に、買付者に対し、適宜回答

期限を定めた上、本必要情報等を追加的に提出するよう求めることがあります。

この場合、買付者においては、当該期限までに、かかる本必要情報等を追加的に

提供して頂きます。 

なお、買付説明書の提出及び本必要情報等の追加的な提出における使用言語は

日本語に限ります。 

記 

① 買付者等の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等による買付

等と同種の取引の経験及びその結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値

に与えた影響等を含みます。） 

② 買付者等と当社の主要取引先との間の、従前の取引関係及び競合関係 

③ 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。） 

④ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシ

ナジーの内容、及びそのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容等

を含みます。） 

⑤ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑥ 買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策及び企業価値

向上のための施策 

⑦ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関

係者に対する対応方針 

⑧ 買付者が有する当社株式に係る株式売却や議決権行使等に関する第三者と

の取り決め 

⑨ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑩ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、独立委員会は、買付者が本プランに定められた手続に従うことなく買付

等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書の提出を求めて買

付者と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記

(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施
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することを勧告します。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を

求められた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び追加的な

本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価

等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対しても、当社取締役会に

よる情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、外部専門家による検討を含

みます。）等に必要な時間を考慮して適宜回答期限（原則として 60 日を上限

とします。なお、かかる期間は、当社取締役会が、外部専門家による検討結

果等を踏まえ、意見、根拠資料その他独立委員会が適宜必要と認める情報・

資料等を提示するのに必要な期間として設定しておりますが、当社取締役会

としては可能な限り速やかに所要の検討を行うことといたします。）を定め

た上、買付者の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものと

します。以下同じとします。）、その根拠資料、代替案（もしあれば）その他

独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することが

あります。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報、

資料等の提示を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等の提供

が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原則として最

長 60 日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委員会

は最長 30 日間の範囲内で当該期間の延長・再延長をその決議をもって行う

ことができるものとします。）（以下「独立委員会検討期間」といいます。）

を設定します。独立委員会は、独立委員会検討期間において、買付者の買付

等の内容の検討、買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比

較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独

立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観

点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は当社取

締役会を通して間接に、当該買付者と協議・交渉等を行い、また、当社取締

役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ

うになされることを担保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立し

た第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサ
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ルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとし

ます。 

買付者は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通して間接に、検討資

料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じ

なければならないものとします。 

③ 情報開示 

当社は、独立委員会検討期間が開始した事実、当社取締役会が独立委員会

に代替案を提示した事実及び本必要情報の概要その他の情報のうち独立委

員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情

報開示を行います。 

 

(d) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者が現れた場合において、以下のとおり、当社取締役会に

対する勧告等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下

記①から③に定める勧告その他の決議をした場合その他独立委員会が適切と判

断する場合には、当社は、当該勧告又は決議の事実とその概要その他の独立委員

会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を延長・再延長する場合にはその

期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速やかに情報開示

を行います。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合 

独立委員会は、買付者が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、

又は買付者の買付等の内容の検討、買付者との協議・交渉等の結果、買付者

による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件

のいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施すること

が相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又は終了の有

無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施する

ことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした

後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権

の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては、本新株予約権

の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降、行使

期間開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義

されます。）の前日までの間においては、本新株予約権を無償にて取得する

旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(ｲ) 当該勧告後買付者が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなく

なった場合 
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(ﾛ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者に

よる買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める

要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償

割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でない場合 

② 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合 

独立委員会は、買付者の買付等の内容の検討、買付者との協議・交渉等の

結果、買付者による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれにも該当しないか、該当しても本新株予約権の無償割

当てを実施することが相当ではないと判断した場合には、独立委員会検討期

間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当

てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者によ

る買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定めるいずれか

に該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であ

ると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すること

の新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告すること

ができるものとします。 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、本新株予約権

の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員

会は、当該買付者の買付等の内容の検討、当該買付者との協議・交渉、代替

案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長す

る旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場

合においても同様の手続によるものとします。）。 

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会

は、その延長の目的である情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に

本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努め

るものとします。 

 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償

割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止、本新株予約権発

行後の無償取得を含みます。）に関する会社法上の機関としての決議を速やかに

行うものとします。 

買付者は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償
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割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実施してはなら

ないものとします。 

なお、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施等に

関する決議を行った場合、当該決議の概要その他の当社取締役会が適切と判断す

る事項について、速やかに情報開示を行います。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

 

当社は、買付者による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無

償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(2)「本プランに係る手続」

(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施する

ことを予定しております。なお、上記(2)「本プランに係る手続」(d)のとおり、買付

者が下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かに

ついては、必ず独立委員会の判断を経て決定されることになります。 

 

記 

 

(a) 下記に掲げるような、上記(2)「本プランに係る手続」(b)に定める情報提供及び

独立委員会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等で

ある場合 

① 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要

な期間を与えることなく行われる買付等である場合 

② 独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行わ

れる買付等である場合 

③ 本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情

報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 

 

(b) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求す

る行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当

社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社の資産を買付者等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産

等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的
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高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

⑤ 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇

させて当該株式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うよ

うな行為 

 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等

の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそ

れのある買付等である場合 

 

(d) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組

み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性を含みます。）が当社の株主共

同の利益の源泉となる本源的価値に鑑み、著しく不十分又は不適当な買付等であ

る場合 

 

(e) 買付者による支配権取得及び支配権の取得後における当社の利害関係者の処遇

方針・事業計画等により、当社の株主はもとより、従業員、顧客、取引先等の利

害関係者の利益を毀損することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の著しい毀損につながるおそれがあると判断される買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

 

(a) 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当

て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割当期日」といい

ます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有

する当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株

主に対し、その保有する当社株式 1株につき本新株予約権 1個の割合で、本新株

予約権を無償で割り当てます。当社は本新株予約権の割当てを複数回行うことが

できます。 
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(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1個の目的である株式F

4
Fの数（以下「対象株式数」といいます。）

は、別途調整がない限り 1株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限として当社

株式の1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で新株予約権無償

割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約

権無償割当て決議に先立つ過去 30 日から 180 日の間で取締役会が別途定める期

間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。）に相当する金額とし、

1円未満の端数は切り上げるものとします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において別途定めた日を初日（以下、かかる行使期

間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1ヶ月間から 3ヶ月間までの

範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下

記(i)②項に基づき、当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新

株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行

使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあ

たるときは、その前営業日を最終日とします。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

買付者等は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外

国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住

者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者の

うち当該外国の適用法令上、適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使す

ることができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記(i)項のとおり、

当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。さらに、本新株予約

                                                  
 
4 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約権の行

使により発行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定

時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 
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権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の

誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を

行使することができません。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間は、原則として独立委員会の勧告に

基づき、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が

認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約

権を無償にて取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、買付者等以外の者が有する

本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使

のもの全てを取得し、これと引き換えに、本新株予約権 1個につき対象株式

数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得

を複数回行うことができます。（本新株予約権の割当てが複数回となった場

合には、本新株予約権の取得はそれぞれの本新株予約権に対して行われるた

め、複数回行われることになります。また、買付者等以外の者から本新株予

約権の取得を行った後に取得対象外とした本新株予約権者に買付者等以外

の者が含まれることが判明した場合、当該買付者等以外の者を対象として本

新株予約権の追加取得を行うことがあります。）。 

③ 当社は、以上に加え、独立委員会の勧告に基づき、具体的な本新株予約権の

無償割当て決議に際して、相当性の観点から適切と考えられる場合には、

①②以外の本新株予約権の取得に関する事項（買付者等からの本新株予約権

の取得に関する事項など）を定める場合があります。 

 

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

本新株予約権無償割当て決議において別途定めます。 

 

(k) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 

 

(5) 本プランの更新手続 

 

本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、平成 22 年 6 月 24 日
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開催予定の本定時株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご承認を頂く

ことを条件として、有効期間を更新することを予定しております。 

 

(6) 本プランの有効期間、廃止、変更及び停止 

 

本プランの当初の有効期間は、本定時株主総会終結の時までとします。上記(5)「本

プランの更新手続」の本株主総会決議において承認が得られた場合には、当該有効期

間を、本定時株主総会後 3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会終結の時まで延長します。 

但し、有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合、又は②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プラン及び本プランに基づく委任はその時点で廃止・撤回され

るものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(5)「本プランの

更新手続」の本定時株主総会による承認の趣旨に反しない場合（本プランに関する法

令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映する

のが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、

又は当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、

本プランを変更又は一時的に停止する場合があります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事

実及び（変更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、必要に応じて情報

開示を速やかに行います。 

 

(7) 法令等による修正 

 

本プランで引用する法令の規定は、平成 22 年 5 月 12 日現在施行されている規定を

前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃

の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内

で読み替えることができるものとします。 

 

3. 株主の皆様等への影響 

 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの
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で、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、新株予約権

無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有す

る株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられま

す。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記(3)「本新株

予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(a)において詳述する本

新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行

使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。但し、当社は、下

記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(b)に記載

する手続により、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き

換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、

買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込み

をせずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式 1株あたりの価値の希

釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生

じません。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以

降、本新株予約権の行使又は当社による取得の結果、株主の皆様に当社株式が交付さ

れる場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、株主

の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲

渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意くださ

い。 

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例

えば、買付者が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割当てに係る

権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本

新株予約権の効力発生日以降、行使期間開始日の前日までにおいては、当社が本新株

予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得し、結果として

本新株予約権の無償割当てが行われなかったことと同等の結果となる可能性があり

ます。これらの場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、本新

株予約権の無償割当が行われることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価

の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

 

(a) 本新株予約権の行使の手続 
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当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の

皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権

の内容及び数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口

座等の必要事項、並びに株主ご自身が買付者等でないこと等についての表明保証

条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）

その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の

無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期間内でかつ当社による本新株

予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、本新株

予約権 1個あたり、1円を下限として当社 1株の時価の 2分の 1の金額を上限と

する金額の範囲内で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める

価額を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約権 1個につき原則として

1株の当社株式が発行されることになります。 

なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権を行使

する場合には、行使の結果交付される当社株式の記録を行うための振替口座と

して、特別口座以外の口座をお知らせいただく必要がございますので、株主の

皆様が本新株予約権を行使する際には、予め証券口座等の振替口座を開設して

いただく必要がある点にご留意ください。 

(b) 当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取

得します。また、本新株予約権の取得と引き換えに当社株式を株主の皆様に交付

するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆

様には、別途、ご自身が買付者等でないこと等についての表明保証条項、補償条

項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことが

あります。また、本新株予約権の取得の対価として交付される当社株式の記録を

行うための振替口座の情報をご提供いただくことがあります。 

なお、独立委員会の勧告に基づく本新株予約権無償割当て決議において、買付

者等からの本新株予約権の取得、その他取得に関する事項について定められる場

合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方

法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決

議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内

容をご確認ください。 

 

四 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 
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1. 本プランが基本方針に沿うものであること 

 

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべき

か否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する

ために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等

を行ったりすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。 

 

2. 当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないこと 

 

当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み

は、当社の株主共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではないと考えております。 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を

完全に充足しています。また、経済産業省 企業価値研究会が平成 20 年 6 月 30 日に

発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容に

も合致しております。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること 

 

本プランは、上記三 2.(5)「本プランの更新手続」にて記載したとおり、株主の皆

様の意思を反映させるため、本定時株主総会において、本プランの導入について株主

の皆様のご意思を確認させていただき本プランの法的な根拠をより明確にするため、

本プランの導入等を株主総会の決議事項とする根拠規定新設等の定款変更、及び本プ

ランの導入を議案としてお諮りする予定です。本定時株主総会において、本プランに

つき株主の皆様のご承認が得られた場合には、本プランは更に 3年間更新されること

になります。 

また、上記三 2.(6)「本プランの有効期間、廃止、変更及び停止」に記載したとお

り、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止

する旨の決議がなされた場合、又は株主総会で選任された取締役により構成される取
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締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には、当社株主の皆様の意

思が反映されることとなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた

めに、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関

として独立委員会を設置します。 

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記三 2.(2)「本プランに係る手

続」に記載したとおり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を

行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行う

こととします。 

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行わ

れる仕組みが確保されています。 

なお、当初の独立委員会は、独立性の高い委員 3名により構成される予定です（独

立委員会の委員選任基準、決議要件及び決議事項等については別紙 1をご参照くださ

い。また、当初の独立委員会の委員は別紙 2をご参照ください。）。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 

 

本プランは、上記三 2.(2)(d)「独立委員会の勧告」及び三 2.(3)「本新株予約権の

無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されな

ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止

するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

(5) 外部専門家の意見の取得 

 

買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含み

ます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会に

よる判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 
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(6) デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

 

上記三 2.(6)の「本プランの有効期間、廃止、変更及び停止」に記載したとおり、

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取

締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防

衛策）ではありません。 

以 上 
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別紙 1 

 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している、(i)当社社外取締役又は(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有

識者のいずれかに該当する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識

者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、大学関係者、投資銀行業務もしくは当

社の業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象

とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会

が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなけれ

ばならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 3年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。当社社外取締役又は当

社社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合

（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了す

るものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関す

る会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取

締役は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個

人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 買付者及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限

の決定 

② 買付者の買付等の内容の精査・検討 

③ 買付者との交渉・協議 

④ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討・株主に対する



 

 23

代替案の提示 

⑤ 独立委員会検討期間の設定及び延長の決定 

⑥ 本プランの変更又は停止の承認 

⑦ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑧ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者に対し、提出された情報が本必要情報として不十分である

と判断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、独立委

員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会から追加提供を求められた本必要

情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者の買

付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委

員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点

から買付者の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は当社取締

役会を通して間接に、買付者と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会

等の代替案の株主等に対する提示等を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す

る説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数を

もってこれを行う。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があると

きは、独立委員会委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことが

できる。 

以 上 
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別紙 2 

独立委員会委員略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の 3名を予定しております。 

 

末 啓一郎（すえ けいいちろう） 

 【略 歴】 

昭和 32 年 7 月 27 日生  

昭和 59 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 

平成元年 1月  松尾綜合法律事務所入所 

平成 7年 10 月 ニューヨーク州弁護士登録 

平成 15 年 6 月 

平成 21 年 6 月 

当社監査役（現任） 

ブレークモア法律事務所入所（現任） 

 

注 1． 末 啓一郎氏は東京証券取引所及び大阪証券取引所が指定を義務付ける一般

株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 

 2． 末 啓一郎氏は会社法第 2条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 3． 末 啓一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

種村 良平（たねむら りょうへい） 

 【略 歴】 

昭和 15 年 1 月 4 日生  

昭和 48 年 5 月 コアグループ設立 

昭和 48 年 11 月 コアグループ 株式会社応用システム研究所 代表取締役社長 

昭和 48 年 12 月 株式会社システムコア 代表取締役社長 

昭和 60 年 4 月 株式会社コア 代表取締役社長 

平成 15 年 6 月 株式会社コア 代表取締役会長（最高経営責任者）（現任） 

 

注 1． 種村 良平氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

北村 幸久（きたむら ゆきひさ） 

 【略 歴】 

昭和 23 年 9 月 24 日生  

平成 2年 7月 東京大学企画調整官 

平成 14 年 11 月 東北大学副学長（財務・人事担当） 

平成 16 年 4 月 国立大学法人東北大学理事（財務・人事担当）・副総長 
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平成 17 年 4 月 独立行政法人国立科学博物館理事 

平成 18 年 11 月 国立大学法人東北大学副学長・総長室長（現任） 

 

注 1． 北村 幸久氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

以 上 
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別添 1 

当社の大株主の状況 

 

平成 22 年 3 月 31 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

 

（注）出資比率は自己株式（47,931 株）を控除して算出しております。 

 

以 上 

氏名又は名称 
持株数 

（千株） 

出資比率 

（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,117 8.20

富国生命保険相互会社 5,030 8.06

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,736 4.38

株式会社みずほコーポレート銀行 2,400 3.85

日本信号取引先持株会 2,351 3.77

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,289 3.67

あいおい損害保険株式会社 1,632 2.62

みずほ信託銀行株式会社 1,497 2.40

日本信号グループ社員持株会 1,323 2.12

第一生命保険株式会社 1,200 1.92


